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地域医療の確保に関する意見書 

 

現在、自治体病院を初めとする全国の病院等における医師不足が顕著と

なり、地域ごと・診療科ごとの不足等の解消が喫緊の課題となっている。

特に、診療科の偏在については、産科・小児科以外の診療科においても進

行しており、救急医療体制に支障が出るなど一層深刻な社会問題となって

いる。 

また、地方都市における医師・看護師等医療従事者の絶対数の不足によ

り過重労働を招いている現状が医療を取り巻く環境の悪化にさらに拍車を

かけている。 

このような中、総務省は、「公立病院改革ガイドライン」を示し、自治

体病院の経営効率を目指すものとしている。 

しかし、公立病院の経営悪化の原因は診療報酬並びに薬価改定を初めと

し、少子高齢化、過疎化、自治体財政の悪化等、病院事業をめぐる社会環

境の変化による影響が大きく、医師や看護師確保対策など早急な対応が必

要とされている。 

地域医療は住民にとってなくてはならない地域社会の基盤であり、自治

体だけでなく国の政策として対策する必要なことから、次の点について強

く求める。 

 

記 

    

１ 地方都市における医師不足の解消や地域における診療科ごとの医師偏

在の是正を図るため、医療派遣体制を構築するとともに、地方都市にお

ける医師の絶対数を確保するための措置を講じること。 

２ 産科・小児科医等の不足が深刻な診療科において、医師の計画的な育

成、確保及び定着がなされるよう、実効ある施策及び財政措置の充実を

図ること。 

３ 看護師等の養成・確保を図るため、養成機関の充実や勤務条件の改善

等適切な措置を講じるとともに、一層の財政措置等の充実を図ること。 

４ 地域医療を担う医師を養成するための「奨学金制度」や医学部に「専

門講座」等を設けるとともに、十分な財政措置を講じること。 

５ 地域医療において、地域住民の誰もが、安心して医療機関にかかり必

要とされる医療を受けることができるよう、国政が責任ある政策を講じ

ること。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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